
議
員
提
出
第
二
十
三
号
議
案

「
自
動
車
取
得
税
の
廃
止
」
及
び
「
自
動
車
重
量
税
の
抜
本
見
直
し
」
を
求
め
る
意
見
書

自
動
車
は
国
民
に
と
っ
て
生
活
必
需
品
で
あ
り
、
特
に
公
共
交
通
機
関
が
十
分
整
備
さ
れ
て
い
な
い
地
方

で
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
移
動
手
段
と
し
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
「
生
活
の
足
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
生
活
必
需
品
で
あ
る
自
動
車
に
対
し
、
わ
が
国
は
国
際
的
に
み
て
も
欧
米
諸
国
の
約
二
・
八
～

四
十
七
倍
も
の
車
体
課
税
を
課
し
て
お
り
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
の
負
担
は
極
め
て
重
く
、
保
有
台
数
の
多
い

地
方
の
世
帯
は
都
市
部
に
比
し
て
家
計
に
占
め
る
負
担
割
合
は
更
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

平
成
二
十
五
年
度
与
党
税
制
大
綱
で
は
「
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
二
段
階
で
引
き
下
げ
、
消
費
税

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
時
点
で
廃
止
す
る
」
と
明
記
さ
れ
た
も
の
の
、
現
在
政
府
で
は
自
動
車
税
等
に
そ
の
財
源

を
振
り
替
え
、
ま
た
自
動
車
重
量
税
に
つ
い
て
は
、
エ
コ
カ
ー
減
税
制
度
の
恒
久
化
や
道
路
の
維
持
管
理
・

更
新
等
の
財
源
と
し
て
位
置
づ
け
る
な
ど
税
目
の
恒
久
化
や
再
び
道
路
特
定
財
源
化
の
方
向
で
検
討
が
行
わ

れ
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
消
費
税
引
き
上
げ
の
際
の
家
計
の
負
担
及
び
経
済
へ
の
影
響
を
踏
ま
え
た
対
応
が
求
め
ら
れ
て

い
る
、
道
路
特
定
財
源
が
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
、
地
球
温
暖
化
な
ど
環
境
対
策
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て

い
る
、
さ
ら
に
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
消
費
税
と
二
重
の
課
税
と
な
っ
て
い
る
な
ど
の
課
題
を
踏
ま
え

る
と
、
自
動
車
関
連
諸
税
に
つ
い
て
は
、
税
制
抜
本
改
革
法
七
条
に
基
づ
き
、
簡
素
化
、
負
担
の
軽
減
、
グ

リ
ー
ン
化
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
産
業
空
洞
化
を
防
ぎ
、
雇
用
を
守
る
点
で
成
長
戦
略
に
も
資
す
る
事

を
勘
案
す
れ
ば
、
自
動
車
取
得
税
の
廃
止
及
び
自
動
車
重
量
税
の
抜
本
見
直
し
を
早
急
に
実
施
す
べ
き
で
あ

る
。さ

ら
に
、
簡
素
化
や
グ
リ
ー
ン
化
に
名
を
借
り
、
自
動
車
取
得
税
を
廃
止
す
る
代
わ
り
に
、
自
動
車
税
や

軽
自
動
車
税
な
ど
を
増
税
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
地
方
の
農
林
水
産
業
に
欠
か
せ
な
い
軽
ト
ラ
ッ
ク
等
の
税

負
担
増
に
つ
な
が
り
、
地
域
経
済
対
策
や
消
費
税
引
き
上
げ
影
響
緩
和
策
に
す
ら
な
ら
な
い
。

よ
っ
て
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
地
方
自
治
体
の
財
政
と
環
境
関
連
施
策
に
留
意
し
た
う
え
で
、

安
定
的
な
代
替
税
財
源
の
確
保
を
前
提
と
し
た
、
自
動
車
取
得
税
の
廃
止
と
地
方
の
実
情
も
踏
ま
え
た
自
動

車
重
量
税
の
抜
本
見
直
し
を
平
成
二
十
六
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
行
な
う
事
を
強
く
求
め
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
一
日

大
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